
京都市消防局訓令甲第７号 

各 部 

消 防 学 校 

各 消 防 署 

 京都市火災予防規程の一部を次のように改正する。 

  令和３年３月２９日 

 京都市消防局長 山内 博貴 

 第８条を次のように改める。 
第８条 予防部長は，所管業務について，査察業務に従事する職員をあらかじめ指名する

ものとする。 

２ 署長は，査察対象物を担当する査察員をあらかじめ指名するものとする。 

 第１８条を次のように改める。 

第１８条 削除 

第４８条を次のように改める。 

第４８条 削除 

第７４条第１項中「第４項」を「第３項」に，「通知するものとする。」を「通知すると

ともに，登録申請に係る事業場等に対して電話，現地確認その他の方法により調査を行

い，必要に応じて消防庁長官に意見を申し入れるものとする。」に改め，同条第２項及び第

３項を削る。 

第１１１条第１項中「規定により」の右に「全出力が２０キロワットを超え５０キロワ

ット以下の」を加える。 

別表第２の２中「第３７条の２」を「第３７条」に改める。 

第２２号様式を次のように改める。 

第２２号様式 削除 

  附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は，令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行前に現に掲げている制札については，当分の間，署長は，維持に関し

て必要な措置を講じるものとする。 

（消防局予防部予防課）


